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要 旨 

 労働者保護ルールの見直しについて、慎重な議論と対応を行うよう、下記事項 

について国会及び政府に対し、意見書を提出してください。 

１ 不当解雇で勝訴しても職場復帰を閉ざす「解雇の金銭解決制度」の導入、長

時間労働を誘発するおそれのある「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導

入、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」制度の普及につい

ては、これらを行わないこと。安心して働き続けられるための労働者保護ルー

ルを堅持すること。 

２ 労働者派遣法の見直しについては、低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大

につながらないよう、より安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた制度

を整備すること。 

３ 家事支援などへの外国人材の受入要件の緩和の見直しについては、慎重に対

応すること。 

４ 雇用・労働政策に係る議論は、ＩＬＯ（国際労働機関）の三者（労働者、使

用者、公益の各委員）構成原則にのっとって行うこと。 

 

（理 由） 

 わが国は、働く者のうち約９割が雇用関係の下で働く「雇用社会」です。この

「雇用社会日本」の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇の下

で安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいて

は日本経済・社会の持続的な成長のために必要です。 

 現在、国において成長戦略を論ずる中で、「解雇の金銭解決制度」や「ホワイト

カラー・エグゼンプション」の導入、「限定正社員」制度の普及、労働者派遣法の

見直しなどといった、労働者を保護するルールを見直すことが検討されています。

これら労働者保護ルールの見直しは雇用を不安定にし、国民生活の安定や経済の

好循環に逆行する懸念があります。 

 また、国の議論では、労働政策に係る基本方針の策定のあり方においても、労

使の利害調整の枠を超えた内閣総理大臣主導の仕組みを創設することが提言され



ています。しかし、雇用・労働政策は、ＩＬＯの三者構成原則に基づき、労働者

代表委員、使用者代表委員、公益代表委員の三者で議論すべきであり、こうした

提言は、国際標準から逸脱したものと言わざるを得ません。 

 こうした現状に鑑み、雇用労働者が安心して働くための労働者保護ルールを遵

守する必要があります。 

以上の趣旨をご理解の上、上記事項の実現をお願いいたします。 

以 上 

 

 


